
新型コロナウイルス感染症対策本部員会議（第４回） 
 

日時：令和２年３月 30日(月)16：00～ 

場所：市役所１号館 14階 AV1会議室 

 

議 事 次 第 

 

１．報告事項 

○保健福祉部 

 

 

２．市長指示 

 

 

 

 

 

３．対応方針 

○保健福祉部 

 

○学校部 

 

○市民参画推進部 

 

○経済観光部 

 

○行財政部 

 

○消防部 

 

 

４．その他 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針 ―第４弾― 

 

令和２年３月３０日 

 

神戸市においては、小規模患者クラスターとなっていた認定こども園とデイケア施設が無

事再開できることとなり、３月２９日現在では、市内在住の３３名の患者のうち、１８名の治

癒確認がされたところである。しかしながら、昨日、新たに確認された５件の感染者のうち、

３名は海外からの帰国者であり、世界の感染者数が７０万人を超える中で、全国的にも海

外からの感染者流入に対する懸念が高まっている。 

東京都や大阪府においては、感染経路が不明な感染者が増加し、特に東京都について

は「感染爆発の重大局面」にあるとされている。また、３月２６日には「改正新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法」に基づく政府対策本部が設置、今後の展開によっては、政府によ

る「緊急事態宣言」が発令されうる状況となっている。 

我が国におけるまん延状況が予断を許さない中、引き続き、神戸市内で爆発的な感染

拡大が発生することがないよう、感染拡大防止に向けて最大限の努力を継続する。あわせ

て、新学期からの学校再開に向けての準備をはじめ、市民の暮らし、経済活動等をできる

限り維持していく努力も続ける。 

このため、本市としてこれまでの措置に加え、以下の措置を講ずることとする。 

 

 

１． 感染拡大防止及び医療確保への取り組み 

新たな患者クラスターの発生を防止するため、積極的疫学調査や濃厚接触者の健康観

察を徹底する。 

海外からの帰国者の感染事例が全国的に増加していることから、帰国者に対し、入国か

ら１４日間は、不要不急の外出を控えていただくとともに、不安がある場合は市の相談窓口

への積極的な相談を呼びかけることとし、企業や大学等を通じた周知を徹底する。 

今後、患者数が増加することも想定し、重症化した患者、あるいはそのリスクの高い患者

に対し、兵庫県とも必要な連携を図りながら、適切な医療が確保できる体制を構築する。 

 

２． 学校園について（教育委員会） 

新年度における市立の学校園における教育活動の再開（入学式開催を含む）について

は、政府の対応方針や近隣の感染拡大の状況をさらに見極め、４月６日までに改めて判断

する。 

学校園の現場においては、教育活動の再開が決定された場合、速やかにその実施が可

能となるよう所要の準備を進める。 

 



また、再開が決定された場合、以下の措置を徹底することとする。 

① ３月２４日付文部科学事務次官通知により示された学校再開ガイドラインを踏まえ、

児童生徒等及び教職員について、毎朝の検温及び風邪症状の有無についての確認

を徹底するほか、感染防止のために十分な措置を講ずる。 

② 入学式、始業式、離任式、着任式については、感染症対策を徹底した上で、簡素化し

て実施する。 

③ 万一、児童生徒等又は教職員が感染者になった場合については、直ちに当該学校

園を臨時休業とするなど、感染拡大防止のための万全の措置を講ずる。 

 

３．市有施設等について 

市立図書館、博物館、美術館については、現行の感染防止のための方策を徹底しなが

ら、開館を継続する。 

その他の市有施設については、原則としてこれまでと同様の措置を４月１３日まで継続す

る。 

神戸文化ホール、神戸国際会議場、神戸国際展示場等における５月３１日までの利用に

ついて、新型コロナ感染症の影響により予約をキャンセルする場合、当該キャンセル料を

全額免除する。 

市が関与する喫煙所のうち、感染拡大の可能性があるものについては、屋内屋外を問

わず、当分の間、閉鎖する。 

 

４． イベント等について 

４月１３日までの市主催イベント等については、不要不急のものについて開催を延期・中

止するとともに、その他の大規模な屋内イベントについては、開催の自粛を呼びかける。 

５月に予定されている第５０回神戸まつりについては、その開催を１年間延期する。 

都市公園においては、花見期間中は、一般花見客の来園は妨げないが、飲酒の禁止を

要請する。また、滞留防止のため、露天等の出店は不可とする。 

 

５．経済対策について 

中小・小規模事業者からの相談に対応する相談窓口「ひょうご・神戸経営相談センター」

等において、融資制度をはじめ各種相談を兵庫県等と協力して平日・休日問わず実施する。

あわせて要件緩和等を行った「経営円滑化貸付」等の各種融資を通じて、市内事業者の資

金調達を支援するほか、「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」など国や県市等が実

施する各種支援策について十分な周知を図る。 

 

 

 



６．緊急雇用対策について 

３月２５日から募集を開始した「内定を取り消された新卒者向け」の会計年度任用職員

（１００名）に加え、「ひとり親家庭で、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀な

くされた方」を対象とした会計年度任用職員を１００名採用することとし、今後、速やかに募

集を開始する。 

 

７． 屋外活動を通じた児童の居場所の確保 

地域・NPO等が行う子ども向けプログラムの支援を行うことにより、神戸の資源を活用し

た屋外活動による児童の安全な居場所確保事業を進めているが、同事業の助成対象期間

を３月３１日（火）から春休み（４月７日（火））まで延長する。 

その他公園等を活用した屋外プログラムも３月３１日（火）から春休み（４月７日（火））まで

延長する。 

 

８． あいさつ回りの自粛 

市役所及び市外郭団体における新年度の異動に伴うあいさつ回りについては、行わな

いこととする。 

神戸市内の企業・団体に対しても、同様の取り扱いを呼びかける。 


